
第１条 競技会の名称 
2018 年 JAF 関東ダートトライアル選手権第 5 戦 

JMRC 関東ダートトライアルシリーズ 

＜JMRC 全国オールスター選抜戦＞ 

2018 はと車ダートトライアル 

第２条 競技種目及び格式 
ダートトライアル 

JAF 公認：準国内競技  組織許可番号：2018 年 1707 号 

 

第３条 開催日程 
2018 年 6 月 3 日(日) 1 日間 

第４条 競技会開催場所 
モーターランド野沢 

長野県下高井郡野沢温泉村大字七ヶ巻 735 番地 

第５条 オーガナイザー 
ラリーチームはと車（RT－はと車） 

代表 斉藤 賢市 

長野県下高井郡野沢温泉村前坂 8101 

第６条 組織委員 
組 織 委 員 長  宮 崎 克 巳 

組 織 委 員  宮 崎 秀 樹  山 岸 佑 也 

第７条 競技会審査委員会 
審 査 委 員 長  宮 入   忠（ROAD-KNIGHT） 

審 査 委 員  米 持 正 徳 

第８条 競技委員 
競 技 長  斉 藤 賢 市 

副 競 技 長  宮 崎 克 巳 

コース委員長  山 岸 佑 也 

計 時 委 員 長  石 澤 裕 子 

技 術 委 員 長  斉 藤 康 之 

救 急 委 員 長  田 中   剛 

事 務 局 長  宮 崎 秀 樹 

第９条 参加車両及びクラス区分 
2018 年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定に従っ

た車両とする。クラス区分は 2018 年ＪＡＦ関東ダートトライ

アル選手権クラス区分に従う。 

（クラス区分は下記の表の通り） 

N1500&PN1 

気筒容積 1500cc 以下の 2 輪駆動のＮ車両で排

ガス規制平成 12 年規制以降の適合車両、気筒

容積 1600cc 以下の 2 輪駆動のＰＮ車両とし、

ＡＥ車両を含む。 

PN2 

気筒容積 1600cc を超える２輪駆動のＰＮ車両

のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年

が 2012 年 1 月 1 日以降の車両。 

N1 
2 輪駆動の N 車両および気筒容積 1600cc 以下

の４輪駆動のＮ車輌。 

N2 気筒容積 1600cc を超える４輪駆動のＮ車輌 

S1 2 輪駆動のＳＡ／ＳＡＸ／ＳＣ車両。 

S2 4 輪駆動のＳＡ／ＳＡＸ／ＳＣ車両。 

D 排気量及び駆動方式による区分無しの D 車両 

※過給機付き車両の排気量は、全クラスともに 1.7 倍換算とす

る 

※SC 車両、D 車両について、エキゾーストマニホールド、パ

イプ、マフラーについて自由であるが、触媒装置を装着しなけ

ればならない。 

第 10 条 参加者及び競技運転者（ドライバー） 
⑴ 参加者は、有効な JAF 発給の競技参加者許可証の所持者で

なければならない。ただし、競技運転者は参加者を兼ねる

ことができる。 

⑵ 競技運転者は、有効な自動車運転免許証と有効な JAF 発給

の競技運転者許可証の所持者でなければならない。 

⑶ 満 20 才未満の競技運転者は、参加申込に際し、親権者の

承諾書をオーガナイザーに提出しなければならない。 

第 11 条 参加制限 

⑴ 同一選手は、1 クラスのみの参加が許される。 

⑵ 同一車両での重複参加（Ｗエントリー）は 2 名までとする。 

⑶ 参加台数は 150 台を超えない事とする。 

⑷ 前年度の全日本シードドライバーで、各部門各クラスの上

位 1 名に認定された者の参加はできない。 

第 12 条 参加申込及び参加料 

⑴  参加申込方法  所定の参加申込書及び車両申告書に

必要事項を記入、署名、捺印のうえ、参加料と共に現金

11 留にて郵送するか、下記口座に参加料を振込、参加申

込書及び車両申告書を郵送すること。 

⑵  参 加 料  1 エントリー15,000 円 

⑶  受 付 期 間  2018 年 5 月 14 日～27 日(必着) 

⑷ 参加申込先  〒389-2502 野沢温泉郵便局留め 

ラリーチームはと車 大会事務局 

Tel 080-5142-6623 Fax 0269-85-3330 

⑷  振 込 口 座  ながの農協野沢温泉支所 

 普通 6163629 

           口座名義 ラリーチームはと車宮崎秀樹 

ﾗﾘｰﾁｰﾑﾊﾄｸﾞﾙﾏﾐﾔｻﾞｷﾋﾃﾞｷ 

⑹ 参 加 受 理  参加受理書をもって通知する。 

⑺ 参加申込締め切り後の参加料は返却しない。それ以前の場

合、手数料 2,000 円を差し引き返却する。 

第 13 条 タイムスケジュール 

ゲートオープン  6:00a.m. 

参加確認受付  6:10a.m.～7:00a.m. 

出 走 前 車 検  6:20a.m.～7:20a.m. 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ走行  6:30a.m.～7:40a.m. 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ  7:50a.m.～8:00a.m. 

慣 熟 歩 行  8:00a.m.～8:50a.m. 

第 1ヒート開始  9:00a.m.～ 

慣 熟 歩 行  第 1 ヒート終了後約 40 分間 

第 2ヒート開始  慣熟歩行終了約 10 分後 

表 彰 式  第 2 ヒート終了 30 分後（予定） 

※タイムスケジュールは天候により時間、内容の変更をする場

合がある。 

第 14 条 車両検査 

2018 年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則

第 10 条に従う。 

第 15 条 車両変更 

2018年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第25条

に従う。 

第 16 条 車番（ゼッケン） 

⑴ 参加車両は、競技開催中はオーガナイザーの指定車番を競

技車両の両側面に貼付しなければならない。 

⑵ 車番は第 17 条⑶を除きスタート順を示すものとする。 

⑶ 競技中に許可なくゼッケンを外す事は認められない。 

⑷ 雨天時などの場合、スタート時に車番が読み取れるように

対策を施す事。 

第 17 条 スタート 

⑴ スタート方法は、ランニングスタートとする。 

⑵ スタート順はクラスごとゼッケン順とする。これに従わな

い場合、当該ヒートの出走権利を失うものとする。 

⑶ スタート係員の指示がある場合、ゼッケン及びクラスに関

係なくスタートさせる場合がある。（再スタート等） 

第 18 条 コース 

⑴ 全クラス同一のコース設定で行うが、悪コンディションの

場合はこの限りでは無い。 

⑵ 競技コースは競技会当日の発表を最終とする。 

⑶ 天候により競技会途中に散水する場合がある。この場合は

降雨として扱う。 

第 19 条 計時 

⑴ 計測は競技車両が最初のコントロールラインを横切った

時に開始し、最終コントロールラインを横切った時に終了

する。 

⑵ 計測は 1/1000 秒までとする。 

⑶ 計時は自動計測器と手動計測器（2 個以上）を使用し、自

動計測器の計測結果を成績とする。手動計測器は、万が一

に自動計測器の故障等が発生した場合に限りその計測結

果を成績とするが、その場合は、その平均タイムを成績と

する。 

第 20 条 信号合図 

2018 年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則

第 19 条に従う。 

第 21 条 順位の決定 

2018年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第30条

に従う。 

第 22 条 失格 

⑴ 参加者及び競技者は、競技中に飲酒をした場合いかなる事

情があっても失格とする。（酒酔い状態、程度は問わない。） 

⑵ 大会役員及び競技役員の重要な指示に従わなかった場合

及び車検拒否等、競技進行を妨げた場合は失格とする。 

第 23 条 ペナルティ 

⑴ コース上の指定パイロンに対し、接触、移動、転倒が判定

された場合 1 個につき 5 秒を走行タイムに加算する。 

⑵ ミスコースと判断された場合、当該ヒートを無効とする。 

⑶ ｽﾀｰﾄの指示に従わない場合は当該ヒートの出走の権利を失

う。 

⑷ スタート合図後、１０秒経過してもスタートコントロール

ラインを通過しない場合は当該ヒートを無効とする。 

⑸ 反則スタートは、当該ヒートの走行タイムに５秒を加算す

る。 

⑹ 走行中に他の援助を得た場合、当該ヒートを無効とする。 

第 24 条 抗議 

2018 年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則

第 25 条に従う。 

第 25 条 抗議の制限時間 

2018 全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則第



公  示 

本競技は、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）公認のもとに国際自動

車連盟（FIA）の国際モータースポーツ競技規則に準拠した、JAF 国内

競技規則およびその同付則、2018 年日本ジムカーナ／ダートトライア

ル選手権規定及び統一規則、スピード行事開催規定及び本競技会特別規

則書により公認準国内競技として開催される。 

26 条に従う。 

第 26 条 損害の補償 

(1) ゲスト、観客、大会関係者の死亡、負傷、及び車輌等参

加者および競技運転者は、参加車輌及び付属品等の損傷、

盗難、紛失等の損害及び会場の施設、器物を破損させた

場合の補償等、理由の如何にかかわらず各自が責任を負

わなければならない。 

(2) 参加者および競技運転者、並びにヘルパー、ゲストはＪ

ＡＦおよびオーガナイザーの各役員が、一切の損害補償

に対する責任を免除されていることを了承していなけ

ればならない。即ち、大会役員がその役務に最善を尽く

すことは当然であるが、もしも、役務遂行等によって起

きた損害であったとしても参加者および競技運転者、並

びにヘルパーの損害に対しては、一切の損害賠償責任を

負わないものとする。 

第 27 条 競技会の延期、中止、短縮 

2018年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第31条

に従う。 

第 28 条 遵守事項 

2018 年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則

第 30 条に従う。 

第 29 条 賞典 

各クラスの 1 位から 6 位の者を表彰対象者とする。 

1 位～3 位  JAF メダル、主催者賞、副賞 

4 位～6 位  主催者賞、副賞 

ただし、表彰対象者数は各クラス参加台数の 2 分の 1 を越えな

いものとする。 

第 30 条 車両の搬入 

⑴  積載車はＡバドックに搬入することができない。（積

載車駐車場は C パドックとする） 

⑵  Ａパドックは競技車両のみとする。 

  （大会運営上必要車両については除く） 

第 31 条 受付、車検の遅刻 

受付、車検の制限時間に遅刻した場合は、原則として出走でき

ない。止むを得ず遅刻した事が認められた場合、再開手数料

3,000 円を支払わなくてはならない。大会運営上に支障をきた

す時間であれば出走はできない。 

第 32 条 本規則の解釈および違反 

⑴ 本特別規則及び競技にする諸規則の解釈に疑義が生じた

場合、競技会審査委員会の決定を最終とする。 

⑵ 本特別規則の違反に対する罰則は、競技会審査委員会の決

定を最終とする。 

第 33 条 本規則の施行および記載されていない事項 

⑴ 本特別規則は、本競技に適用されるが、参加申込の受付け

開始と同時に有効になる。 

⑵ 本特別規則書に記載されていない事項に関しては JAF 国

内競技規則に準拠する。 

⑶ 本特別規則書の発行後に生じた重要事項に関しては、公式

通知を発行し補足するものとする。 

第 34 条 権限の委譲 

競技大会においては、一部の競技役員は競技長及び技術、コー

ス、計時の各委員長の役務と権限の委譲を受けることが出来る。 

 

2018 はと車ダートトライアル組織委員会 
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■開 催 日  2018 年 6 月 3 日(日) 
 

 

■開 催 場 所  モーターランド野沢 
 

 

■オーガナイザー  ラリーチームはと車 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

モーターランド野沢アクセス 


